岐阜市福障号外
令和7年4月30日
指定障害福祉サービス事業所 運営法人代表者　様
岐阜市福祉部障がい福祉課長　　　
「就労継続支援Ａ型事業所の経営改善モデル事業」の
国庫補助協議に関する関係書類の提出について（依頼）
平素より、岐阜市の障がい福祉施策の推進にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。

この度、厚生労働省より、国庫補助協議に関する事務連絡がありました。
つきましては、同事業を希望される場合は、下記のとおり関係書類の提出をお願いします。（本通知の他、「就労継続支援Ａ型事業所の経営改善モデル事業実施要綱」をご確認願います。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　対象者
　前年度（令和6年度）の生産活動収支が赤字であり、経営改善計画書を都道府県等が定める期日までに提出した就労継続支援Ａ型事業所とする。なお、前年度の生産活動収支が赤字であることについて、運営指導又は下記スコア算出の根拠資料により指定権者が実態を把握している事業所。

【根拠資料】

・前年度における生産活動収支及び利用者への賃金支払総額が確認できる賃金台帳

・就労支援事業事業活動計算書

・就労支援事業事業活動内訳表

・就労支援事業別事業活動明細書

・就労支援事業に関するその他の書類
２　提出書類
1 別紙2及び別紙3（Excel形式）
2 参考書類（パンフレット等及び見積書）
（→見積は複数の業者（最低２者）から徴してください。）
3 スコア表【別紙2-2】（令和7年度）
※生産活動収支については、上記の根拠資料を提出していただきます。
※国に申請する事業所の選定により、選定に係る資料等を別途、提出していただくこともあります。ご了承ください。
④→経営改善計画書（当補助金について、補助を受けたいという事業者様は、当通知に記載されている提出期限までにご提出ください。）
　　※補助を申請されない事業者様については、別途通知にて定める期限までにご提出お願いします。

３　提出方法　　
電子メールにて担当まで提出してください。
なお、題名は（【指導係】就労継続支援Ａ型事業所の経営改善モデル事業）と記載ください。
４　提出期限　
提出書類①②③については、令和7年5月14日（水）17：00【必着】
提出書類④については、　　令和7年5月21日（水）17：00【必着】
５　対象経費、補助額について
対象経費
　   別表の通り
補助額
　   1施設又は事業所あたり　最大14,550千円 
６　補助に関する要件（抜粋）
1 本事業の導入前後の比較を行い、経営改善に資する効果を検証し、報告すること。
2 本事業の導入効果等について、ホームページ等により公表すること。
3 国や市において、経営改善モデルとして公表等を行う可能性があるため、
了承すること。
　→その他にも要件等がありますので、国からの要綱等をよくご確認ください。（再掲）
７　その他　
国及び市の予算の都合等により、報告いただいた調査結果について、補助ができるという確約にはなりませんので、あらかじめご了承ください。

担当　岐阜市障がい福祉課
指導係　山口　藤井
TEL ：058-214-2136（指導係直通）
Email：fj-shougai-shidou@city.gifu.gifu.jp
別表
	１　区分
	２　事業名
	３　基準額
	４　対象経費
	５　補助率

	直接補助事業
	就労継続支援Ａ型事業所の経営改善モデル事業

	経営改善モデル事業
１施設又は事業所あたり14,550千円
	モデル事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費（消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料）、役務費（通信運搬費、手数料、保険料、広告料）、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、扶助費、負担金、補助金、助成金、交付金

	　　国
　　10
　　10


	間接補助事業
	就労継続支援Ａ型事業所の経営改善モデル事業

	経営改善モデル事業
１施設又は事業所あたり14,550千円
	モデル事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費（消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料）、役務費（通信運搬費、手数料、保険料、広告料）、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、扶助費、負担金、補助金、助成金、交付金
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